
年1.60％
変動 保証料込

年1.65％変動
保証料込

年1.50％

変動
保証料込

年3.05％

変動
保証料込

年1.55％ 年3.10％変動変動
保証料込保証料込

❶ JAマイカーローン ❷ JA教育ローン（証書型） ❸ JA教育ローン（カード型）

①期間中、新たにマイカーローン・教育ローン（証書型・カード型）をインターネットからお申込み。
②JAバンクアプリにご登録。（チラシ右下の二次元バーコードからダウンロードいただけます）
③期間中にお申込みを受付し2024年5月31日（金）までにご契約、または2023年12月31日（日）
以前にお申込みを受付し2024年1月1日（月）から2024年5月31日（金）までにご契約。

2024年1月1日（月）～4月30日（火）

【注意事項】1.ローンのお借入の際は、JAが出資金をお預かりする場合がございます。2.ローンのご利用にあたっては、JAが
指定する保証機関の審査が必要です。審査の結果によってはお客様のご希望に添えない場合がございます。3.繰上返済や返済
条件を変更する場合は、JA所定の手数料が必要となります。4.ローン商品の詳しい内容については、店頭に説明書をご用意し
ております。また、店頭にて返済額の試算を承っております。5.下記の通常金利は、金利引下げ条件を満たした場合の最下限
です。条件につきましては、JA窓口までお問い合わせください（店頭にも掲示しております）。また、本キャンペーンによる
引下げ後の金利（通常金利から0.15％または0.10％の引き下げ）は、通常金利における金利引下げ条件を満たし、かつキャン
ペーンの対象となるお客さまの場合の最下限です。6.ご記入内容に漏れ等がある場合には、無効となる場合がございます。ま
た、金利引下げにかかる取引を中途解約した場合には、本キャンペーンによる金利の引下げを中止する可能性がございます。
7.対象商品および金利内容は予告なしに変更する場合やJAにより異なる場合がございます。8.土日祝日については、一部営業
していない店舗がございます。9.詳しくはお取り扱いのJA窓口までお問い合わせください。

■ JA仙台 022-236-2425 ■ JA名取岩沼 022-384-5112 ■ JAみやぎ登米0220-22-8571 ■ JA加美よつば0229-66-1222 ■ JAいしのまき0225-22-1110

■ JA岩沼市0223-22-1256 ■ JAみやぎ亘理0223-34-4447 ■ JA古川 0229-23-6515 ■ JA新みやぎ 0228-25-9009     ■ JAみやぎ仙南0224-55-1902 その他貯金・ローン商品等も取扱っております。
https://miyagi.jabank.org/
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商品概要説明書 

ＪＡ教育ローン 

(2023年４月１日現在) 

商品名 ＪＡ教育ローン 

ご利用いただける方 

○当ＪＡの組合員の方。 

○お借入時の年齢が満 18歳以上であり、最終償還時の年齢が満 71歳未満の方。 

○原則として、前年度税込年収が 150万円以上ある方（自営業者の方は前年度税

引前所得とします。）。 

○原則として、勤続（または営業）年数が１年以上の方。 

○教育施設（修業年限が６か月以上（外国の教育施設は３か月以上）で、中学校

卒業以上の者を対象とする次の教育施設とします。）に就学予定または就学中

のご子弟のいる方。 

① 大学、大学院（法科大学院など専門職大学院を含む）、短期大学 

② 専修学校、各種学校（予備校、デザイン学校など 

③ 高等学校、高等専門学校、特別支援学校の高等部 

④ その他職業能力開発校などの教育施設 

○生活の本拠が定まっている方（農業者以外の自営業者の方については、ご本人

またはご家族の持ち家であること。）。 

○当ＪＡが指定する保証機関の保証が受けられる方。 

○その他当ＪＡが定める条件を満たしている方。 

資金使途 

○就学されるご子弟の教育に関する全てのご資金（借入申込日から２か月以内に

お支払済みの資金を含む。）とし、資金使途の確認可能なものとします。ただ

し、事業資金は除きます。 

（例） 

① 教育施設へ支払う入学金、授業料、学費 

② アパートの家賃等 

○現在、他金融機関から借入中の教育資金の借換資金。 

借入金額 ○10万円以上 1,000万円以内、１万円単位とし、所要金額の範囲内とします。 

借入期間 

○原則として据置期間を含め最長 15年（在学期間＋９年）以内とします。 

○据置期間は、初回ご融資日からご融資対象ご子弟の卒業予定年月の末日の６か

月後までの範囲内とします。 

○ただし、他金融機関から借入中の教育資金の借換の場合、借入期間は現在お借

入中の教育資金の残存期間内とします。 

借入利率 

○変動金利となります。 

○お借入時の利率は、３月１日、９月１日の基準金利（パーソナルプライムレー

ト）により、年２回見直しを行い、４月１日、10月１日から適用利率を変更い

たします。 

お借入後の利率は、４月１日および 10 月１日の基準金利（パーソナルプライ
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ムレート）により、年２回見直しを行い、６月・12月の約定返済日の翌日より

適用利率を変更いたします。 

○利率は店頭に掲示します。詳細については、当ＪＡの融資窓口へお問い合わせ

ください。 

返済方法 

○元利均等返済（毎月の返済額（元金＋利息）が一定金額となる方法）とし、毎

月返済方式、年２回返済方式（専業農業者の方に限ります。）、特定月増額返済

方式（毎月返済方式に加え年２回の特定月に増額して返済する方式。特定月増

額返済による返済元金総額は、お借入金額の 50％以内、10万円単位です。）の

いずれかをご選択いただけます。 

担保 ○不要です。 

保証人 
○当ＪＡが指定する保証機関（宮城県農業信用基金協会）の保証をご利用いただ

きますので、原則として保証人は不要です。 

保証料 

○ご融資時に一括して保証料をお支払いいただきます。 

【お借入額 100万円あたりの一括支払保証料（例）】 

お借入期間 １年 ５年 10年 15年 

保証料（円） 3,813 18,621 38,647 60,252 
 

手数料 

○ご融資、繰上（一部・全部）返済の際の事務手数料はいただいておりません。 

○ご返済期間終了までの間において、ご返済条件を変更される場合は 5,500円の

条件変更手数料（消費税等含む。）が必要です。 

苦情処理措置 

および 

紛争解決措置 

の内容 

○苦情処理措置 

 本商品にかかる相談・苦情（以下「苦情等」という。）につきましては、当Ｊ

Ａ本支店または金融共済部（電話：0229-23-6515）にお申し出ください。当Ｊ

Ａでは規則の制定など苦情等に対処する態勢を整備し、迅速かつ適切な対応に

努め、苦情等の解決を図ります。 

また、ＪＡバンク相談所（電話：03-6837-1359）でも、苦情等を受け付けてお

ります。 

○紛争解決措置 

外部の紛争解決機関を利用して解決を図りたい場合は、次の機関を利用できま

す。上記当ＪＡ金融共済部またはＪＡバンク相談所にお申し出ください。 

 

 利用者からの直接申し立てを可能としている弁護士会 

 ・東京弁護士会紛争解決センター（電話：03-3581-0031） 

 ・第一東京弁護士会仲裁センター（電話：03-3595-8588） 

 ・第二東京弁護士会仲裁センター（電話：03-3581-2249） 

ＪＡバンク相談所を通じての利用となる弁護士会 

 仙台弁護士会紛争解決支援センター 

（ＪＡバンク相談所を通じてのご利用となります。詳しくは上記ＪＡバンク相

談所にお申し出ください。） 

 

東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会（以下「東京三弁護士会」
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という）では、東京以外の地域のお客様からのお申し出について、お客様の意

向に基づき、お客様のアクセスに便利な地域で手続を進める方法もあります。 

・現地調停：東京の弁護士会と東京以外の弁護士会が、テレビ会議システム等

により、共同して解決に当ります。 

・移管調停：東京以外の弁護士会の仲裁センター等に手続を移管します。 

なお、現地調停、移管調停は全国の弁護士会で実施しているものではありませ

ん。具体的内容は上記ＪＡバンク相談所または東京三弁護士会にお問合せくだ

さい。 

その他 

○ご融資対象子弟が高校から短大または大学等に進学される場合には、乗換融資

をご利用いただけます。 

乗換融資とは、当ＪＡで進学前の教育施設にかかる教育資金をご融資している

場合に、進学後の教育施設における条件に応じて新規にご融資を行い、既貸付

金を全額繰上返済いただくことをいいます。 

○お申込みに際しては、当ＪＡおよび当ＪＡが指定する保証機関において所定の

審査をさせていただきます。審査の結果によっては、ご希望に沿いかねる場合

もございますので、あらかじめご了承ください。 

○印紙税が別途必要になります。 

○現在のお借入利率やご返済額の試算については、当ＪＡの融資窓口までお問い

合わせください。 

ＪＡ古川 
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